
（２）ＪＲ芦屋駅周辺地区におけるバリアフリー基本構想について

１ 目的

  ＪＲ芦屋駅南地区第二種再開発事業の実施に伴い，ＪＲ芦屋駅周辺におけ

る回遊性を高め，多数の市民が行き交う賑やかで活気あふれるまちづくりを

進めていくために，高齢者及び障がい者の方の自立した日常生活及び社会生

活をさらに確保し，ＪＲ芦屋駅を中心とした周辺建物及び公共施設を結ぶ経

路の移動を円滑にするために，バリアフリー基本構想を策定するものとする。

２ 進め方

  平成１９年４月に策定した「芦屋市交通バリアフリー基本構想（阪神芦屋

駅・市役所周辺地区）」において掲げた基本理念と基本方針に基づき，調査・

検討を行う。構想案の作成においては，障がい者団体や老人会など関係団体

の協力を得ながら，まちあるきやヒアリング等の実施により課題を抽出し，

本協議会の意見や助言をいただいて進める。

 (1) 基本理念 

    「だれもが安全・安心に，そして快適に暮らせるまちづくりを目指し，

全ての人々がともに支えあう社会づくりを進めます」 

  (2) 基本方針 

   ・ 安全・安心，快適なまちづくりへの多面的な取組を進めます 

   ・ 心のバリアフリー社会の実現に向けた取組を進めます 

   ・ 多様な人々に配慮した柔軟な取組を進めます 

   ・ 段階的・継続的な取組を進めます 

   ・ 多様な関係者の参画による取組を進めます 

３ 本協議会の位置付け 

  「芦屋市交通バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱」による。 

４ 上位計画・関連計画等 

 (1) 第４次芦屋市総合計画 

 (2) 芦屋市都市計画マスタープラン 

 (3) 芦屋市総合交通戦略 
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芦屋市交通バリアフリー基本構想策定協議会設置要綱 

（目的） 

第１条 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第

９１号）に基づき，バリアフリー基本構想（以下「基本構想」という。）の作成に

関する協議を行うため，芦屋市交通バリアフリー基本構想策定協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 協議会は委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は，次に掲げる者のうちから，市長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 市民 

(3)  高齢者団体及び障がい者団体の代表者等 

(4) 交通事業者 

(5) 兵庫県公安委員会 

(6) 国，県及び市の道路管理者 

(7) 市職員及び関係行政機関の職員 

(8) 前各号に掲げる者のほか，市長が特に必要と認める者 

（任期） 

第３条 委員の任期は，基本構想が策定されるまでの間とする。 

 （会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は会務を総理し，協議会を代表する。 

３ 副会長は会長を補佐し，会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときはその職

務を代理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は，会長が招集し，会長が議長となる。なお，初回の会議のみ，

市長が招集するものとする。 

２ 会長は，必要があると認めるときは，委員以外の者の出席を求め，説明又は意見

を聞くことができる。 

（代理出席） 
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第６条 第２条第２項第４号から第７号までの委員は，その所属する機関の職員等を

代理人として出席させることができる。 

２ 前項の規定により代理人を出席させようとするときは，会議開催前までに代理人

の職及び氏名を明記した委任状を会長に提出し，承認を得なければならない。 

 （庶務） 

第７条 協議会の庶務は，交通バリアフリーに関する事務を所掌する課が処理する。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，協議会の運営に必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この要綱は，令和元年１０月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は，令和元年１２月１日から施行する。 
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第４次芦屋市総合計画
後期基本計画（抜粋）
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第４次芦屋市総合計画
後期基本計画（抜粋）
第４次芦屋市総合計画
後期基本計画（抜粋）
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第４次芦屋市総合計画
後期基本計画（抜粋）
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芦屋市都市計画
マスタープラン（抜粋）
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芦屋市都市計画
マスタープラン（抜粋）
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芦屋市総合交通戦略（抜粋）
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芦屋市総合交通戦略（抜粋）
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芦屋市総合交通戦略（抜粋）
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芦屋市総合交通戦略（抜粋）
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